
第9期介護保険料基準額（月額） 6,824円（第8期：6,679円（145円増））

１ 介護保険料基準額

２ 介護保険料基準額の算定方法

３ 介護保険料に影響する要素

５ 介護保険料の減免制度

４ 第９期介護保険料段階

第8期保険料段階表 第9期保険料段階表

生計維持が困難なため、保険料を納めることができない方に対し、本市独自の保険料減免制度を

継続し、保険料負担の軽減を図ります。
〇第2～7段階までの方で、その年の世帯全員の収入見込額が生活保護基準以下⇒第1段階に減免

〇第2～7段階までの方で、その年の世帯全員の収入見込額が生活保護基準の1.2倍以下⇒1段階下の額に減免 など

（１）介護報酬改定

1.59％増

（３）施設等の整備

①地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 4施設（うち第9期中に2施設開設見込み）

②認知症対応型共同生活介護 2施設（うち第9期中に1施設開設見込み）

③地域密着型特定施設入居者生活介護 1施設（うち第9期中に1施設開設見込み）

④小規模多機能型居宅介護 2事業所（うち第9期中に1事業所開設見込み）

⑤看護小規模多機能型居宅介護 2事業所（うち第9期中に1事業所開設見込み）

⑥定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2事業所（うち第9期中に1事業所開設見込み）

第8期：約934億円 → 第9期：約946億円（12億円増）

（４）第9期でのサービス利用増減

（２）介護保険料 第1段階～第3段階の割合の変更

第1段階 第8期：0.5 （0.3） → 第9期：0.455（0.285） 差：△0.045（△0.015）

第2段階 第8期：0.65（0.5） → 第9期：0.685（0.485） 差： 0.035（△0.015）

第3段階 第8期：0.75（0.7） → 第9期：0.69 （0.685） 差：△0.06 （△0.015）

※（ ）軽減後の割合

（５）介護保険給付費準備基金の取崩し等

① 基金取崩し額：13億円

② 保険者機能強化推進交付金:約2.7億円

青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第９期計画（令和６年度～令和８年度）

介護保険料について
資料３

介護保険料基準額

（月額）

6,824円

介護保険料

収納必要額

19,638,077千円

予定保険料収納率

99.47％

所得段階別補正後の

被保険者数

241,086人

12か月÷ ÷÷＝

介護保険料

収納必要額

19,638,077千円

第1号被保険者

負担分

21,760,036千円

調整交付金

554,350千円

介護保険給付費

準備基金取崩額

1,300,000千円
＝ － －

保険者機能強化

推進交付金等

267,609千円
－

×＝

第1号被保険者

負担分

21,760,036千円

標準給付費見込額

90,884,700千円

地域支援事業費

見込額

3,724,154千円

第1号被保険者負担率

23％
＋

※基準額（年額）：80,145円 ※基準額（年額）：81,890円

※基準額（月額）：6,679円（年額÷12か月） ※基準額（月額）：6,824円（年額÷12か月）

※第1～3段階については、公費により保険料の軽減を行っている。

所得
段階

対　象　者
基準額に
対する
割合

保険料年額
所得
段階

対象者
基準額に
対する
割合

保険料年額

0.455

（0.285）

37,200円

(23,300円)

第2段階

(軽減後)

市民税非課税世帯
（課税年金収入金額＋合計所得金額が80万円超
120万円以下）

0.65

(0.5)

52,000円

(40,000円)

第2段階

(軽減後)
〃

0.685

（0.485）

56,000円

(39,700円)

第1段階

(軽減後)

生活保護受給者
市民税非課税世帯
（老齢福祉年金又は課税年金収入金額＋合計所
得金額が80万円以下）

0.5

(0.3)

40,000円

(24,000円)

第1段階

(軽減後)
変更なし

第3段階

(軽減後)

市民税非課税世帯
（課税年金収入金額＋合計所得金額が120万円
超）

0.75

(0.7)

60,100円

(56,100円)

第3段階

(軽減後)
〃

0.69

（0.685）

56,500円

(56,000円)

第5段階

本人市民税非課税
（課税年金収入金額＋合計所得金額が80万円
超）

1.00 80,100円 第5段階 〃 1.00 81,800円

第4段階

本人市民税非課税
（課税年金収入金額＋合計所得金額が80万円以
下）

0.85 68,100円 第4段階 〃 0.85 69,600円

第7段階
本人市民税課税
（合計所得金額が120万円以上210万円未満）

1.30 104,100円 第7段階 〃 1.30 106,400円

第6段階
本人市民税課税
（合計所得金額が120万円未満）

1.10 88,100円 第6段階 〃 1.10 90,000円

第9段階
本人市民税課税
（合計所得金額が320万円以上400万円未満）

1.70 136,200円 第9段階 〃 1.70 139,200円

第8段階
本人市民税課税
（合計所得金額が210万円以上320万円未満）

1.50 120,200円 第8段階 〃 1.50 122,800円

第11段階
本人市民税課税
（合計所得金額が600万円以上800万円未満）

2.10 168,300円 第11段階 〃 2.10 171,900円

第10段階
本人市民税課税
(合計所得金額が400万円以上600万円未満)

1.90 152,200円 第10段階 〃 1.90 155,500円

※第1～3段階については、公費により保険料の軽減を
  行っている。

第13段階
本人市民税課税
（合計所得金額が1,000万円以上）

2.50 200,300円 第13段階 〃 2.50 204,700円

第12段階
本人市民税課税
（合計所得金額が800万円以上1,000万円未満）

2.30 184,300円 第12段階 〃 2.30 188,300円


